
身体障害者福祉法認定基準及び障害程度等級表解説 新旧対照表 

新 旧 

第１章 １～２＜千葉県身体障害認定基準＞ 略 

 

＜障害程度等級表解説＞ 

第１ 視覚障害 １～２ 略 

 

周辺視野角度、中心視野角度の算出方法 

周辺視野角度はI/4の視標、中心視野角度はI/2の視標を用いる。 

8方向の経線（上・内上・内・内

下・下・外下・外・外上）とイソ

プタとの交点の角度を視野角度と

し、その合計を視野角度の総和と

する。 

(7+7+7+7+7+8+9+8)=60(度) 

 

中心暗点が存在する場合は、各経

線とイソプタとの交点の角度か

ら、暗点と重なる部分の角度を差

し引いて視野角度とし、その合計

を視野角度の総和とする。 

(10-3)+(11-3)+(12-3)+(11-3)+ 

(10-3)+(10-3)+(10-3)+(10-3)=60(度) 

第１章 １～２＜千葉県身体障害認定基準＞ 略 

 

＜障害程度等級表解説＞ 

第１ 視覚障害 １～２ 略 

 

周辺視野角度、中心視野角度の算出方法 

周辺視野角度はI/4の視標、中心視野角度はI/2の視標を用いる。 

8方向の経線とイソプタとの交点

の角度を視野角度とし、その合計

を視野角度の総和とする。

(7+8+7+9+8+7+7+7)=60(度) 

 

中心暗点が存在する場合は、各経

線とイソプタとの交点の角度か

ら、暗点と重なる部分の角度を差

し引いて視野角度とし、その合計

を視野角度の総和とする。 

(10-3)+(11-3)+(12-3)+(11-3)+ 

(10-3)+(10-3)+(10-3)+(10-3)=60(度) 

視野角度の総和の算出方法 中心暗点が存在する場合 中心暗点が存在する場合 視野角度の総和の算出方法 



 

傍中心暗点が存在する場合は、各

経線とイソプタとの交点の角度か

ら、暗点と重なる部分の角度を差

し引いて視野角度とし、その合計

を視野角度の総和とする。 

7+7+7+7+7+(8-5)+(9-3)+8 =52(度) 

 

 

イソプタが、固視点を含まずに偏

心している場合、イソプタが経線

と重なる部分を視野角度とし、そ

の合計を視野角度の総和とする。 

0+0+0+0+0+5+6+6=17(度) 

 

診断書・意見書の記載上の注意【視覚】 略 

 

 

 

 

 

 

傍中心暗点が存在する場合は、各

経線とイソプタとの交点の角度か

ら、暗点と重なる部分の角度を差

し引いて視野角度とし、その合計

を視野角度の総和とする。 

7+8+(9⁻3)+(5)+7+7+7+7=52(度) 

 

 

イソプタが、固視点を含まずに偏

心している場合、イソプタが経線

と重なる部分を視野角度とし、そ

の合計を視野角度の総和とする。 

0+0+0+0+0+5+6+6=17(度) 

 

診断書・意見書の記載上の注意【視覚】 略 

 

 

 

 

 

傍中心暗点が存在する場合 固視点を含まずに偏心している場合 固視点を含まずに偏心している場合 傍中心暗点が存在する場合 



  



  



第２ 聴覚、平衡、音声・言語又はそしゃく機能障害 

１～４（２） 略 

 

（３）そしゃく機能障害に関する歯科医師の診断及び意見について 

    口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害（上記(2)エの

障害）のある者が、身体障害者福祉法第１５条に基づき身体障害者

手帳の交付を申請するに際し、医師が「身体障害者診断書・意見書」

を作成するときは、あらかじめ知事の定める歯科医師の「歯科医師

による診断書・意見書」（別添様式、P196参照）の提出を求めるも

のとする。（参考のとおり） 

 

（４）～（５） 略 

第２ 聴覚、平衡、音声・言語又はそしゃく機能障害 

１～４（２） 略 

 

（３）そしゃく機能障害に関する歯科医師の診断及び意見について 

    口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害（上記(2)エの

障害）のある者が、身体障害者福祉法第１５条に基づき身体障害者

手帳の交付を申請するに際し、医師が「身体障害者診断書・意見書」

を作成するときは、あらかじめ知事の定める歯科医師の「歯科医師

による診断書・意見書」（別添様式、P162参照）の提出を求めるも

のとする。（参考のとおり） 

 

（４）～（５） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



診断書・意見書の記載上の注意【音声・言語】 略 

 

診断書・意見書の記載上の注意【音声・言語】 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



診断書・意見書の記載上の注意【そしゃく】 略 

 

診断書・意見書の記載上の注意【そしゃく】 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



第３ 肢体不自由 １～２ 略 

診断書・意見書の記載上の注意【肢体不自由】 略 

 

第３ 肢体不自由 １～２ 略 

診断書・意見書の記載上の注意【肢体不自由】 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  


